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納
め
ら
れ
た
保
険
料
は
、
医
療
給
付
費
の
支
払
い
に
あ

て
て
い
ま
す
。
保
険
料
率
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
東

京
都
内
で
均
一
で
す
。

保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
一
人
に
か
か
り
ま
す
。
保
険

料
額
は
、
被
保
険
者
一
人
一
人
が
均
等
に
負
担
す
る
「
均

等
割
額
」
と
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

…
前
年
の
総
所
得

金
額
お
よ
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
株
式
・
長
期
（
短

期
）
譲
渡
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
か
ら
基
礎
控
除
額

（
合
計
所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は

43
万
円
）
を
控
除
し
た
額
（
雑
損
失
の
繰
越
控
除
額

は
控
除
し
な
い
）

…
令
和
６
年
度
は
、
賦
課
の
も
と
と
な

る
所
得
金
額
が
58
万
円
以
下
の
方
は
８
・
７
８
％
、

58
万
円
を
超
え
る
方
は
９
・
６
７
％
。
令
和
７
年

度
以
降
は
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
所
得
割
率
が
９
・

６
７
％
に
な
り
ま
す
。

所
得
の
低
い
方
に
対
し
て
は
、
世
帯
の
被
保
険
者
全
員

と
世
帯
主
の
「
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
」
や
、
賦
課
の

も
と
と
な
る
所
得
金
額
な
ど
に
応
じ
て
、
保
険
料
の
軽
減

を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
保
険
料
額
決
定
通

知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
に
つ
い
て
」
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
軽
減
に
は
所
得
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
６
年
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。
通
知
が
届
い
た
ら
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
６
年
度
分
の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
（
被

保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
）
に
、「
後
期
高
齢
者
医
療
簡

易
申
告
書
」
を
送
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

制
度
の
こ
と
…
広
域
連
合
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０

－

０
８
６

－

５
１
９
（
IP
電
話
の
方
は

☎
０
３

－

３
２
２
２

－

４
４
９
６
）

FAX
０
５
７
０

－

０
８
６

－

０
７
５

／
個
別
の
相
談･

個
人
情
報
を
含
む
こ
と
…
市
民
課
高

齢
医
療
・
年
金
係
内
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市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、
過
去

に
一
度
も
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
（
全

額
自
己
負
担
に
よ
る
接
種
を
含
む
）
を
受

け
た
こ
と
が
な
く
、
次
の
①
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
接
種
を
希
望
す
る
方

①
65
歳
の
方

②
接
種
日
当
日
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

に
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

を
持
っ
て
い
る
方
（
手
帳
を
医
療
機
関
に

提
示
）

６
５
０
０
円
（
接
種
費
用
か
ら
助

成
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
医
療
機
関
で

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
期
限
内
１
回
限
り
）

※
こ
の
助
成
額
は
令
和
６
年
度
中
に
接
種
を

す
る
場
合
で
す
。
令
和
７
年
度
は
助
成
額

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
内
指
定
医
療
機
関
（
電
話
で

予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
）
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３
７
５
０
円
（
予
防
注
射

３
２
０
０
円
、
注
射
済
票
５
５
０
円
）

※
３
月
末
に
市
が
送
付
し
た
「
令
和
６
年

度
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
（
再
交

付
）
申
請
書
」（
黄
緑
色
）
の
裏
面
の
問

診
票
に
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
集
合
注
射
会
場
で
の
犬
の
登
録
手
続
き

は
で
き
ま
せ
ん
。
事
前
に
登
録
手
続
き

を
済
ま
せ
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
犬
が
病
気
、
妊
娠
中
の
場
合
は
、
必
ず
注

射
前
に
獣
医
師
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・
生
後
３
か
月
未
満
の
犬
お
よ
び
２
週
間

以
内
に
人
を
か
ん
だ
犬
は
、
予
防
注
射

は
で
き
ま
せ
ん
。

・
事
故
防
止
の
た
め
、
首
輪
を
し
っ
か
り

締
め
、
リ
ー
ド
は
短
め
に
し
、
犬
を
制

御
で
き
る
人
が
連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
の
体
は
清
潔
に
し
、
ふ
ん
は
必
ず
持

ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
集
合
注
射
会
場
で
の
問
診
票
の
結
果
を

も
っ
て
、
狂
犬
病
予
防
注
射
の
猶
予
手

続
き
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
猶

予
は
別
途
手
続
き
が
必
要
で
す
。

市
と
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
左
表

の
動
物
病
院
で
直
接
、
注
射
済
票
の
交
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
注
射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
の
ほ

か
に
、
接
種
料
が
か
か
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
各
動
物
病
院
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
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65
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か
ら
66

歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で

※
指
定
医
療
機
関
以
外
お
よ
び
接
種
期
間
後

に
接
種
を
し
た
場
合
は
全
額
自
己
負
担
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
助
成
券
（
は
が
き
）

が
届
い
て
も
、
過
去
に
接
種
し
た
こ
と
が

あ
る
方
は
対
象
外
で
す
。

接
種
対
象
①
の
方
へ

※
昭
和
34
年
４
月
２
日
～
昭
和
35
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方
に
、
誕
生
月
の
前
月
下
旬

に
助
成
券
（
は
が
き
）
を
送
付
し
ま
す
。

※
昭
和
33
年
４
月
２
日
～
昭
和
34
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方
に
は
、
令
和
５
年
度
に
助

成
券
（
は
が
き
）
を
送
付
し
ま
し
た
。
接

種
期
間
が
令
和
６
年
３
月
30
日
ま
で
と
記

載
が
あ
り
ま
す
が
、
66
歳
の
誕
生
日
の
前

日
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。
助
成
券
を
紛
失

し
た
方
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
再
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

※
指
定
医
療
機
関
に
つ
い

て
は
、
助
成
券
ま
た
は

市
公
式
サ
イ
ト
を
確
認

す
る
か
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
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